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 ８東彼杵町規則第４号 

  

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  

令和８年２月２６日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

職員の給与に関する規則（昭和３９年規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

（扶養手当の支給） （扶養手当の支給） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 町長又は任命権者は次に掲げる者を扶養親族とすることはできな

い。 

６ 町長又は任命権者は次に掲げる者を扶養親族とすることはできな

い。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合併額が年額１３

０万円程度以上（満１８歳に達する日後の最初の４月１日から満２

２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者にあって

は、年額１５０万円以上）である者 

（２） その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合併額が年額１３

０万円程度以上                                              

                                                            

                        である者 

（３） （略） （３） （略） 

７・８ （略） ７・８ （略） 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


